
　

公
害
紛
争
の
処
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

広
島
県
知
事　

藤　
　

田　
　

雄　
　

山

広
島
県
条
例
第
九
号

　
　
　

公
害
紛
争
の
処
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
公
害
紛
争
の
処
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
広
島
県
条
例
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　
た
だ
し
、
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
調
停
が
打
ち
切
ら
れ
、
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
当
該
調
停
が
打
ち
切
ら
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
事
件
に
つ
き
そ
の
旨
の
通
知
を
受
け
た
日
か

ら
二
週
間
以
内
に
当
該
調
停
の
申
請
人
又
は
参
加
人
か
ら
さ
れ
た
仲
裁
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
同
表
に

よ
り
算
出
し
た
額
か
ら
当
該
調
停
の
申
請
又
は
当
該
調
停
の
手
続
へ
の
参
加
の
申
立
て
に
つ
い
て
納
め

た
手
数
料
の
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


